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はじめに

マイナンバー（個人番号）の利用について

障がい福祉課の手続きにおいて、マイナンバー（個人番号）記載欄

のある申請書には原則としてマイナンバー（個人番号）の記載が必要

です。その際はマイナンバー（個人番号）が確認できる書類及び本人

確認書類が必要です。また、代理人が申請する場合は、委任状や代理

人の本人確認書類が必要です。

なお、マイナンバー（個人番号）が記載されていないことを理由

に、一律に受理しないということはありません。

※ マイナンバー（個人番号）が確認できる書類

通知カード（住民票と記載が一致しているものに限る）、マイナンバー（個人番号）が記載

された住民票、住民票記載事項証明書

※ 本人確認書類

顔写真付きの身分証明書1点（個人番号カード、障害者手帳、運転経歴証明書、パスポー

ト等）または顔写真なしの身分証明書2点（公的医療保険の被保険者証、年金手帳、特別

児童扶養手当証書、母子保健手帳、学生証、社員証等）

押印について

現在、国等においては、行政手続きにおける押印の見直しが進められています。

障がい福祉課の手続きにおいても、一部の書類では押印が省略できるものもあります

が、申請内容に訂正があった場合に訂正印として必要な場合もあるため、本ガイドでは手

続きに必要なものとして「印鑑（シャチハタ不可）」を記載しています。

今後の押印の見直し状況によっては、内容に変更がある場合もありますので、ご了承く

ださい。

「障害」の「害」の表記の取扱いについて

「障害」の表記については、本市では、市民の方が障害や障がいのある方について理解

を深める契機となり受け入れやすい表現となるよう、人や人の状態を表す場合等に「障が

い」とひらがなで表記しています。ただし、国の法律や条例などに基づく制度や施設名、

あるいは固有名詞で使われる場合等については、「障害」という表記をしています。

この福祉ガイドは、大村市にお住まいの障がいのある人とそのご家族の人などが利用で

きる主な福祉制度を紹介するものであり、多岐に渡る福祉制度を積極的に利用され、社会

参加と自立がより一層進んでいくことを願って作成したものです。

掲載内容につきましては、変更があった場合、随時修正していますが、不十分な点があ

りましたらご容赦ください。

制度の内容をより詳しくお知りになりたい場合や、実際に申請等を行う場合には個別の

説明に記載されているお問い合わせ先に必ずお問い合わせください。

お知らせ
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